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Ⅰ．高速道路株式会社法第１０条に基づく事業計画について

事業計画については、高速道路株式会社法（以下、「会社法」という。）第１０条に

基づき、高速道路株式会社（以下、「会社」という。）が、毎事業年度の開始前に、そ

の事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けることとなっている。

 なお、事業計画を申請するにあたり、高速道路会社法施行規則第１１条第１項で規

定されているとおり、資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出する

こととなっているため、事業計画以外にも当該事業年度の資金計画書及び収支予算書

も添付する。 

 平成３１事業年度の事業計画については、事業全体としては総額約１１，３０３億

円の事業費、うち高速道路事業に係る総額は約１０，６００億円の事業費を予定して

いる。資金計画については、合計約８，９７７億円の資金を借入金などで調達する予

定である。収支予算については、当期純損失としては約５億円発生する見込みである。
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Ⅱ．事業計画

１．高速道路事業に係る事業計画

平成３１事業年度における高速道路事業については、高速道路の新設、改築及び維

持、修繕、災害復旧その他の管理で構成される。

高速道路の新設、改築については、事業が進捗している道路や大都市圏ネットワー

クを形成する道路の整備を重点的に、信頼性の高い高速道路ネットワークを構築し、

安全・安心・快適な高速道路を提供するため、約５，６３９億円の事業費（一般管理

費、建設中利息を除くと約５，４３７億円）を予定している。

また、本事業年度内には、第二東海自動車道横浜名古屋線（伊勢原ＪＣＴ～伊勢原

大山間）２ｋｍ、東海環状自動車道（関広見～高富間、大野・神戸～大垣西間）１７

ｋｍ、計１９ｋｍの完成を予定している。

高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理については、適正かつ効率的な維持

管理や道路施設について中長期的に管理するために必要な修繕を実施するため、約３，

１７１億円の事業費を予定している。また、長期にわたる安全性を確保するために必

要な大規模更新及び大規模修繕を実施するため、約１，７９０億円の事業費を予定し

ている。

なお、他の会社の事業範囲における高速道路の新設、改築及び維持、修繕、災害復

旧等に関する事業は、本事業年度において事業実施予定はない。

以上の内容をまとめると、高速道路事業に係る平成３１事業年度の事業計画は下記

のとおりである。

                                単位：億円

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額

高速道路の新設、改築 第二東海自動車道など計５道路１３２ｋｍの新設、

中央自動車道など計１０道路１５９ｋｍの改築 ５，６３９

高速道路の維持、修繕、災害復

旧その他の管理

中央自動車道など計１５道路２，１３２ｋｍの維

持、修繕、災害復旧その他の管理 ３，１７１

中央自動車道など計１１道路２６８ｋｍの大規模

更新及び大規模修繕 １，７９０

会社法第５条第２項に規定さ

れた以外の高速道路における

新設、改築

― 

会社法第５条第２項に規定さ

れた以外の高速道路における

維持、修繕、災害復旧等

― 

合計Ａ（高速道路事業） １０，６００
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２．高速道路事業以外の事業に係る事業計画

平成３１事業年度における高速道路事業以外の事業については、高速道路の休憩所、

給油所等の建設・管理、国、地方公共団体等の委託に基づき行う道路の新設、改築、

維持、修繕等及びその他の事業で構成される。

高速道路の休憩所、給油所等の建設・管理に関しては、高速道路の供用に伴う新規

のサービスエリア等の建設及び利用者への適正なサービスを実施するために必要な既

存サービスエリア等の管理を行うために、事業費約１３４億円を予定している。

国、地方公共団体等の委託に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕等に関して

は、高速道路事業に関連する他の道路事業等の委託事業を着実に実施するため、約５

１９億円の受託事業費を予定している。

その他事業に関しては、トラックターミナル事業、道路占用施設活用事業、物販事

業、コンサルティング事業、旅行業、会員カードサービスのほか、新たに事業を展開

するために、約５０億円の事業費を予定している。

以上の内容をまとめると、高速道路事業以外の事業に係る平成３１事業年度の事業

計画は下記のとおりである。

単位：億円

合計（Ａ＋Ｂ）

（全事業） １１，３０３
※１ この中には、会社法第５条第５項に基づく、国、地方公共団体、地方道路公社以外の事業者の委託

に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕等（所要資金４億円）を含む。
※２ この中には、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第１０条第１項に基づ

く海外道路調査等事業等（所要資金５億円）を含む。

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額

高速道路の休憩所、給

油所等の建設・管理

第二東海自動車道横浜名古屋線秦野サービスエリアなど計４

箇所の建設

中央自動車道談合坂サービスエリアなど計２０３箇所のサー

ビスエリア・パーキングエリアの管理

１３４

国、地方公共団体等の

委託に基づき行う道

路の新設、改築、維持、

修繕等（※１）

「関越自動車道（東京都三鷹市北野～東京都練馬区大泉町区

間）並びに中央自動車道富士吉田線（東京都三鷹市北野～東

京都世田谷区大蔵区間）の建設事業に伴う工事等の施行に関

する細細目協定」に基づく受託工事ほか

５１９

会社法第５条第２項

に規定された以外の

高速道路の休憩所、給

油所等の建設・管理

― 

その他の事業（※２） トラックターミナル事業、道路占用施設活用事業、コンサル

ティング事業、旅行業、会員カードサービス事業ほか ５０

合計Ｂ

(高速道路事業以外) ７０３






